
コロナ_3

（単位：千円）

Ａ

Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③対象
分）

国のR4予算
分（交付限
度額④対象
分）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤対象
分）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥対象
分）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、⑧
対象分）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、⑩
対象分）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

合計 5,766,598 5,370,685 1,817,978 0 0 1,698,157 1,687,050 167,500 182,212 213,701
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1 R4 単 ○ ○

住民税非課
税世帯等価
格高騰支援
給付金
【低所得者
世帯給付
金】

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

①エネルギー・食
料品価格等の物
価高騰に伴う低
所得世帯支援

1,695,420 1,695,420 8,370 1,687,050

①コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受けている低所得者を
対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給する。
②③
補助金
1.令和5年度分住民税非課税世帯
　30,000円×56,011世帯＝1,680,330千円
　新たに支給することが見込まれる住民税非課税世帯数
　（交付限度額（追加分）に係る見込み数調査分）
　30,000円×224世帯＝6,720千円
　合計：1,687,050千円
2.家計急変世帯
　30,000円×279世帯＝8,370千円
合計：1,688,700千円
④令和5年度分住民税非課税世帯(56,011世帯)
 　家計急変世帯(279世帯)

－ － ○ － R5.6 R6.3 支給率90％以上
対象者に通知を送付
HP、広報誌

R5補正（地）
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2 R4 単 ○ ○

住民税非課
税世帯等価
格高騰支援
給付金
(事務費)

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

①エネルギー・食
料品価格等の物
価高騰に伴う低
所得世帯支援

180,321 180,321 12,821 167,500

①コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受けている低所得者を
対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給するにあたって必要な事務経
費
②③
・人件費（会計年度任用職員報酬、時間外勤務手当等）　15,673千円
・旅費　564千円
・需用費（消耗品費、印刷製本費）　596千円
・役務費（通信運搬費、その他手数料）　34,350千円
・委託料　207,897千円
合計 259,080千円　のうち下記のとおり按分
【うち国のR4予算分（交付限度額⑨） 167,500千円】
【うち国のR4予算分（交付限度額⑥）   12,821千円】※
※家計急変世帯分の事務費算出が困難であるため、ＮＯ.3の給付対象
世帯数（6,000世帯）との按分により算出
④令和5年度分住民税非課税世帯(67,000世帯)
 　家計急変世帯(1,000世帯)

－ － ○ － R5.6 R6.3 支給率90％以上
対象者に通知を送付
HP、広報誌

R5補正（地）
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6

7

8 R4 単 ○ －
介護サービス
事業所等事業
費補助金

－ ○ ○
④-Ⅱ．エネルギー・原
材料・食料等安定供給

対策
○

⑤医療・介護・保
育施設、学校施
設、公衆浴場等
に対する物価高

騰対策支援

225,384 225,384 225,384

①コロナ禍における食材料費の高騰により影響を受けている介護サービ
ス事業所に対し、影響額相当分を補助することで、事業所利用者に物価
高騰による影響が転嫁されることなく事業所を利用できるよう支援を行
う。
②補助金
③入所施設29,000円×定員数合計10,238人（233施設）×
    65％（入居率・申請率）＝192,987千円
　 通所施設9,000円×定員数合計5,538人（189施設）×
    65％（通所率・申請率）＝32,397千円
④市内介護サービス事業所

－ － － － R5.4 R6.3

市内介護サービス事業所の利用者
　・通所系　186事業所
　・GH、短期、地密、多機能　87事業所
　・入所　141事業所
　・訪問系　399事業所

HP、広報誌 R5補正（地）

9 R4 単 ○ －
心身障害者援
護施設運営費
補助金

－ ○ ○
④-Ⅱ．エネルギー・原
材料・食料等安定供給

対策
○

⑤医療・介護・保
育施設、学校施
設、公衆浴場等
に対する物価高

騰対策支援

15,828 15,828 15,828

①コロナ禍における食材料費の高騰により影響を受けている障害福祉
サービス事業所に対し、影響額相当分を補助することで、事業所利用者
に物価高騰による影響が転嫁されることなく事業所を利用できるよう支
援を行う。
②補助金
③入所施設29,000円×定員数合計1,303人（58施設）×
    25％（入居率・申請率）＝9,447千円
   通所施設9,000円×定員数合計2,836人（126施設）×
    25％（通所率・申請率）＝6,381千円
④市内障害福祉サービス事業所

－ － － － R5.4 R6.3

市内障害福祉サービス事業所の利用
者
 ・通所系　120事業所
 ・GH、短期入所　51事業所
 ・入所　4事業所
 ・訪問系　142事業所

HP、広報誌 R5補正（地）

10

11

12

13 R4 単 ○ － 町会自治会館
設置費補助金

－ ○ ○
④-Ⅱ．エネルギー・原
材料・食料等安定供給

対策
○

⑦中小企業等に
対するエネル

ギー価格高騰対
策支援

82,578 82,578 82,578

①コロナ渦におけるエネルギー価格高騰の影響を受ける町会・自治会の
負担緩和及び省エネの取組支援のため、老朽化したエアコンの取り換え
に係る費用を補助する。
②補助金
③102会館　262台
＜台数詳細＞
～10畳　　133千円×96台＝12,768千円
10畳超～12畳　　138千円×25台＝3,450千円
12畳超～14畳　　152千円×37台＝5,624千円
14畳超～　　176千円×36台＝6,336千円
業務用　　800千円×68台＝54,400千円
④町会自治会館（会館建物に付属している製造から10年以上経過して
いるエアコン）

－ － － － R5.6 R6.3 296会館中、102会館のエアコン取り換
えを行う。

HP,広報誌 R5補正（地）

14 R4 単 ○ － 公衆浴場組合
事業補助金

－ ○ ○
④-Ⅰ．原油価格高騰

対策
○

⑤医療・介護・保
育施設、学校施
設、公衆浴場等
に対する物価高

騰対策支援

3,777 3,777 3,777

①コロナ禍において燃料費高騰により大きな影響を受けている一般公衆
浴場の経営を支援するため、営業に要した燃料費・光熱費等の増額分を
支給する。
②補助金
③令和4年度実績を基に電気・ガス・燃料代の高騰分210千円～1,960千
円を６施設　合計3,777千円
④一般公衆浴場　６施設

－ － － － R5.8 R6.3 一般公衆浴場への適切な支援
（６施設）

HP、広報等 R5補正（地）

15 R4 単 ○ －
商業環境施設
維持管理費補
助金

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

⑦中小企業等に
対するエネル

ギー価格高騰対
策支援

3,236 3,236 3,236

①コロナ禍において、電気料高騰の影響を受けている街路灯の維持管
理を行う商店会（市内の中小企業者が地域的に組織しているもの）に対
する補助金の補助率を引き上げ、商店会の負担軽減を図ることを目的と
する。
②街路灯維持管理費補助金
③補助率を2/3から4/5に引上げた分3,236千円
④42商店会

－ － － － R5.7 R6.3 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

16 R4 単 ○ －
商店街消費活
性化支援事業
補助金

○ － ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○ － 40,000 40,000 40,000

①コロナ禍において、物価高騰による消費停滞の影響を受ける商店会
（市内の中小企業者が地域的に組織しているもの）の支援を目的に、市
内商店会が実施するキャッシュレス決済ポイント還元事業やプレミアム
商品券などの消費活性化策に対して補助する。
②補助金（1店舗あたり100千円を上限に支給する）
③補助金　40,000千円（100千円×400店舗（見込））
④市内商店会

－ － － － R5.7 R6.3 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

17 R4 単 ○ －

エネルギー料
金高騰対策助
成金（一般
枠）（重点交
付金分）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

⑦中小企業等に
対するエネル

ギー価格高騰対
策支援

149,027 149,027 149,027

【当該事業はNo18と2行に分けて記載　※重点交付金分】
①コロナ禍において、電気・ガス料金の高騰の影響を受けている市内中
小事業者に対し、助成金を交付することにより負担を軽減し、事業の継
続を支援することを目的とする。
②補助金（申請直近6ヵ月の電気・ガスの利用料金に応じて、支給す
る）、事務費（郵送料・委託料）
③印刷製本費　48千円
　 通信運搬料　163千円（84円×1,931通（見込））
　 一般委託費　9,366千円
　 補助金　      839,450千円（平均助成額434.7千円×1,931者（見込））
　 合計　　　     849,027千円
　　　　　　　【うち国のR4予算分（交付限度額⑤、⑥）149,027千円】
④中小企業基本法に規定する中小企業者、又は法で定義する会社以外
の法人で常時300人以下の従業員を使用する者。

－ － － － R5.7 R6.3 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

★令和５年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画
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原油価
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高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所

管

交付金の区分

コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

予算区分
低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通

常

交

付

金

重

点

交

付

金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、より効果があると考

える理由
総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指標
を設定）

地域住民への周知方法（HP,広報紙
など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関連
している国庫補助事業
がある場合、その国庫
補助事業名と所管省庁

名）

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等支
援

個人を対象とし
た給付金等

基金

Ｂ３ Ｂ４



Ａ

Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③対象
分）

国のR4予算
分（交付限
度額④対象
分）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤対象
分）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥対象
分）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、⑧
対象分）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、⑩
対象分）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

Ｎｏ
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コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所

管

交付金の区分

コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

予算区分
低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通

常

交

付

金

重

点

交

付

金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、より効果があると考

える理由
総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指標
を設定）

地域住民への周知方法（HP,広報紙
など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関連
している国庫補助事業
がある場合、その国庫
補助事業名と所管省庁

名）

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等支
援

個人を対象とし
た給付金等

基金

Ｂ３ Ｂ４

18 R4 単 ○ －

エネルギー料
金高騰対策助
成金（一般
枠）（通常分）

○ － ○
④-Ⅱ．エネルギー・原
材料・食料等安定供給

対策
○ － 700,000 700,000 700,000

【当該事業はNo17と2行に分けて記載　※通常分】
①コロナ禍において、電気・ガス料金の高騰の影響を受けている市内中
小事業者に対し、助成金を交付することにより負担を軽減し、事業の継
続を支援することを目的とする。
②補助金（申請直近6ヵ月の電気・ガスの利用料金に応じて、支給す
る）、事務費（郵送料・委託料）
③印刷製本費　48千円
　 通信運搬料　163千円（84円×1,931通（見込））
　 一般委託費　9,366千円
　 補助金　      839,450千円（平均助成額434.7千円×1,931者（見込））
　 合計　　　     849,027千円
　　　　　　　【うち国のR4予算分（交付限度額①、②、③） 700,000千円】
④中小企業基本法に規定する中小企業者、又は法で定義する会社以外
の法人で常時300人以下の従業員を使用する者。

－ － － － R5.7 R6.3 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

19 R4 単 ○ －

エネルギー料
金高騰対策助
成金（特定
枠）（重点交
付金分）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

⑤医療・介護・保
育施設、学校施
設、公衆浴場等
に対する物価高

騰対策支援

163,789 163,789 163,789

【当該事業はNo20と2行に分けて記載　※重点交付金分】
①コロナ禍において電気・ガス料金の高騰の影響を受けている福祉事業者・市場事業者に
対し、助成金を交付することにより負担を軽減し、事業の継続を支援することを目的とする。
②補助金（申請直近6ヵ月の電気・ガスの利用料金に応じて、支給する）、事務費（郵送料・
委託料）
③印刷製本費   16千円
　 通信運搬費　 63千円（84円×742通（見込））
　 一般委託料　 3,598千円
　 補助金　       323,900千円（平均助成額436.5千円×742者（見込））
　 合計　　　      327,577千円
　　　　　　　【うち国のＲ4予算分（交付限度額⑤、⑥）163,789千円】
④介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型
サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援、同条第25項に規定する介護保険施設、
同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援及び第115条の46第１項に規定する地域包
括支援センター、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規
定する軽費老人ホーム及び同法第29条第１項に規定する有料老人ホーム、高齢者の居住
の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉
サービス及び同条第18項に規定する相談支援、児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する
障害児通所支援事業、同条第7項に規定する障害児相談支援事業、同法第6条の3第2項に
規定する放課後児童健全育成事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項
に規定する小規模保育事業、同条第13項に規定する病児保育事業、同法第38条に規定す
る母子生活支援施設、同法第39条第１項に規定する保育所及び同法第59条の2に規定す
る施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条
第６項に規定する認定こども園、学校教育法第１条に規定する幼稚園、船橋市地方卸売市
場業務条例第8条第1項の
許可を受けて行う卸売の業務、同条例第22条第1項の許可を受けて行う仲卸しの業務及び
同条例第33条第１項の許可を受けて行う関連事業者。

－ － － － R5.7 R6.3 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

20 R4 単 ○ －

エネルギー料
金高騰対策助
成金（特定
枠）（通常分）

○ － ○
④-Ⅱ．エネルギー・原
材料・食料等安定供給

対策
○ － 163,788 163,788 163,788

【当該事業はNo19と2行に分けて記載　※通常分】
①コロナ禍において電気・ガス料金の高騰の影響を受けている福祉事業者・市場事業者に
対し、助成金を交付することにより負担を軽減し、事業の継続を支援することを目的とする。
②補助金（申請直近6ヵ月の電気・ガスの利用料金に応じて、支給する）、事務費（郵送料・
委託料）
③印刷製本費   16千円
　 通信運搬費　  63千円（84円×742通（見込））
　 一般委託料　  3,598千円
　 補助金　        323,900千円（平均助成額436.5千円×742者（見込））
　 合計　　　       327,577千円
　　　　　　　【うち国のＲ4予算分（交付限度額①、②、③）163,788千円】
④介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型
サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援、同条第25項に規定する介護保険施設、
同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援及び第115条の46第１項に規定する地域包
括支援センター、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規
定する軽費老人ホーム及び同法第29条第１項に規定する有料老人ホーム、高齢者の居住
の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉
サービス及び同条第18項に規定する相談支援、児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する
障害児通所支援事業、同条第7項に規定する障害児相談支援事業、同法第6条の3第2項に
規定する放課後児童健全育成事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項
に規定する小規模保育事業、同条第13項に規定する病児保育事業、同法第38条に規定す
る母子生活支援施設、同法第39条第１項に規定する保育所及び同法第59条の2に規定す
る施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条
第６項に規定する認定こども園、学校教育法第１条に規定する幼稚園、船橋市地方卸売市
場業務条例第8条第1項の
許可を受けて行う卸売の業務、同条例第22条第1項の許可を受けて行う仲卸しの業務及び
同条例第33条第１項の許可を受けて行う関連事業者。

－ － － － R5.7 R6.3 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

21 R4 単 ○ －
事業再構築・
設備投資促進
補助金

○ － ○
④-Ⅲ．新たな価格体

系への適応の円滑化に
向けた中小企業対策等

○ － 1,000 1,000 1,000

①コロナ禍において燃料費・物価高騰など、事業者を取り巻く環境が大
きく変わる中、事業者が国の補助制度を円滑に利用できるよう、中小企
業診断士等の専門家から申請支援を受けるための経費を補助すること
により、時代に即した事業再構築・設備投資を促進することを目的とす
る。
②補助金（「事業再構築補助金」、「ものづくり・商業・サービス生産性向
上促進補助金」、「小規模事業者持続化補助金」（令和5年7月1日以降
申請期限が到来したもの）の申請支援に係る経費に対し、支給する）
③補助金　1,000千円（250千円×4事業者（見込））
④上記補助金の交付申請日時点で市内に事業所を有する事業者

－ － － － R5.7 R6.3 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

22 R4 単 ○ －

貨物自動車運
送事業者等燃
料費高騰対策
助成金

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

⑦中小企業等に
対するエネル

ギー価格高騰対
策支援

252,741 252,741 252,741

①コロナ禍において、燃料費の高騰の影響を受ける貨物自動車運送事業、又は一
般貸切旅客自動車運送事業を営む中小企業者に対し、助成金を交付することにより
負担を軽減し、事業の継続を支援することを目的とする。
②補助金（車両の保有台数に応じて支給する）、事務費（郵送料）
③印刷製本費　7千円
　 通信運搬費　34千円（84円×400通）
　 補助金　252,700千円
　 　【令和4年度申請実績×助成額】
　　　大型 1,100台×120千円=132,000千円
　　　中型 1,500台×60千円=90,000千円
　　　小型 420台×40千円=16,800千円
　　　軽　 270台×10千円=2,700千円
　　【一般貸切旅客自動車運送事業者】
　　　大型 70台×120千円=8,400千円
　　　中型 20台×60千円=1,200千円
　　　小型 40台×40千円=1,600千円
　  合計　　 252,741千円
④貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業、又は同法第35条第1
項の特定貨物自動車運送事業の許可を受けている、若しくは同法第36条第1項の
貨物軽自動車運送事業の届出を行っている、又は道路運送法第4条のうち一般貸
切旅客自動車運送事業の許可を受けている者。また、資本金の額又は出資の総額
が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人・個人事業者。

－ － － － R5.7 R6.3 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

23 R4 単 ○ －
物価高騰対策
助成金（農
業）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○
⑥農林水産業に
おける物価高騰

対策支援
160,400 160,400 160,400

①コロナ禍において肥料や農業生産資材などの価格高騰により経営が
圧迫されている市内販売農家に対し、助成金を交付することにより負担
を軽減し、経営の継続・安定化を支援することを目的とする。
②補助金（R3肥料費の40％、R3諸材料費・段ボール購入費の10％）
③補助金　160,400千円
　 　肥料　　 　91,200千円（想定平均肥料費400千円×570戸×0.4）
　 　諸材料　　34,200千円（想定平均諸材料費600千円×570戸×0.1）
　 　段ボール  35,000千円（想定平均購入費1,000千円×350戸×0.1）
④今後も継続して継続して営農する意思を有する市内販売農家

－ － － － R5.7 R5.9 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

24 R4 単 ○ －
物価高騰対策
助成金（畜産
業）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○
⑥農林水産業に
おける物価高騰

対策支援
19,049 19,049 19,049

①コロナ禍において飼料の価格高騰により経営が圧迫されている市内
畜産農家に対し、助成金を交付することにより負担を軽減し、経営の継
続・安定化を支援することを目的とする。
②補助金（乳牛1頭につき30千円　採卵鶏1羽につき1,130円）
③補助金　19,049千円
　　酪農　12,630千円（30千円×421頭（見込））
　　養鶏　6,419千円（1,130円×5,680羽（見込））
④今後も継続して営農する意思を有する市内畜産農家

－ － － － R5.7 R5.9 【支援金を希望する対象者への交付
率】100％

市公式HP R5補正（地）

25 R4 単 ○ －
物価高騰対策
助成金（漁
業）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○
⑥農林水産業に
おける物価高騰

対策支援
1,000 1,000 1,000

①船橋市漁業協同組合が、コロナ禍において漁業用資材の価格高騰に
より影響を受けている市内漁業者（組合員）に対し行う支援策に係る経
費を助成する。
②補助金
③船橋市漁業協同組合が、同組合を通して漁業用資材を購入した市内
漁業者に対し、購入額の15％を補助する事業に対し、補助する。
　※販売額6,500千円（想定）×15％≒1,000千円
④船橋市漁業協同組合

－ － － － R5.7 R6.3 R3→R5の想定資材価格高騰率15％を
補助することによる漁業者の負担軽減

市公式HP R5補正（地）

26 R4 単 ○ －

地域公共交通
燃料費高騰対
策事業支援金
（路線バス分）

－ ○ ○
④-Ⅰ．原油価格高騰

対策
○

⑧地域公共交通
や地域観光業等

に対する支援
14,400 14,400 14,400

（地域公共交通燃料費高騰対策事業支援金）
①コロナ禍における原油価格・物価高騰によって、市内交通事業者の経
営に深刻な影響が出ている。そこで、当該事業者の経営を支援すること
で地域社会の維持に必要不可欠な地域公共交通の運行継続を図る。
②各交通事業者の運行路線数に応じた補助金
③１路線あたり360千円×40路線＝14,400千円
④市内を運行する路線を有する一般路線バスの事業者　7社

－ － － － R5.7 R5.11 バス会社　８社40路線 HP、広報紙 R5補正（地）

27 R4 単 ○ －

地域公共交通
燃料費高騰対
策事業支援金
（タクシー分）

－ ○ ○
④-Ⅰ．原油価格高騰

対策
○

⑧地域公共交通
や地域観光業等

に対する支援
31,400 31,400 31,400

（地域公共交通燃料費高騰対策事業支援金）
①コロナ禍における原油価格・物価高騰によって、市内交通事業者の経
営に深刻な影響が出ている。そこで、当該事業者の経営を支援すること
で地域社会の維持に必要不可欠な地域公共交通の運行継続を図る。
②各交通事業者の車両保有台数に応じた補助金
③タクシー1台当たり50千円×628台＝31,400千円
④市内に事業所を有する法人　12社（497台）及び個人タクシー事業者
131台

－ － － － R5.7 R5.11 市内タクシー会社及び個人事業主
628台

HP、広報紙 R5補正（地）



Ａ

Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③対象
分）

国のR4予算
分（交付限
度額④対象
分）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤対象
分）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥対象
分）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、⑧
対象分）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、⑩
対象分）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

Ｎｏ

国

の

予

算

年

度

補

助

・

単

独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所

管

交付金の区分

コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

予算区分
低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通

常

交

付

金

重

点

交

付

金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、より効果があると考

える理由
総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指標
を設定）

地域住民への周知方法（HP,広報紙
など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関連
している国庫補助事業
がある場合、その国庫
補助事業名と所管省庁

名）

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等支
援

個人を対象とし
た給付金等

基金

Ｂ３ Ｂ４

28 R4 単 ○ － 学校給食費支
援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

②エネルギー・食
料品価格等の物
価高騰に伴う子
育て世帯支援

159,674 159,674 159,674

①コロナ禍における物価高騰の影響を受けて食材料の価格が高騰して
いる中で、食材料の高騰分を公費にて負担を行うことにより、これまで通
りの栄養バランスや量を保った学校給食を提供しつつ、給食費の保護者
負担額を据え置くことで、保護者負担の軽減を図る。
②食材料費
③下記１及び２の合算
１．牛乳
Ｒ5単価とＲ4単価の差額×児童・生徒の総食数により積算
（61.03円－55.23円）×8,541,464食＝49,540千円
２．牛乳以外
当初予算額×5％により積算
※5％は、Ｒ3.5月～Ｒ4.3月（8月除く）の給食で使用した食材（季節変動
の大きい野菜はＲ4年度の単価に置き換え）をＲ5.3月時点の価格で再現
したときのコスト比較により算出
　小学校：1,377,803千円×5％＝68,890千円
　中学校：803,731千円×5％＝40,187千円
　特別支援学校：21,147千円×5％＝1,057千円
④市立小中特別支援学校の児童生徒の保護者（教職員は除く）

－ － － － R5.4 R6.3 市立小・中・特別支援学校　計82校
実施計画をHPに掲載予定
学校が保護者へ配布する給食便りに
掲載

R5補正（地）

29 R4 単 ○ －

ふなっこ子育
て応援給付金
（重点交付金
分）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

②エネルギー・食
料品価格等の物
価高騰に伴う子
育て世帯支援

306,369 245,735 245,735 60,634

【当該事業はNo30と2行に分けて記載　※重点交付金分】
①コロナ禍における、物価高騰の影響を受けている未就学児及び高校
生等の保護者等に対し、経済面での負担軽減のため、給付金を支給す
る。
②、③
・人件費（会計年度任用職員報酬、時間外勤務手当等）　2,293千円
・旅費（会計年度任用職員旅費）　70千円
・需用費（消耗品費、印刷製本費）　771千円
・役務費（通信運搬費、その他手数料）　28,171千円
・委託料（受付コールセンター審査業務委託等）　84,722千円
・使用料及び賃借料　3,010千円
対象児童・者数49,370人×10,000円　＝　493,700千円【うち国のＲ4予算
分（交付限度額⑤、⑥）245,735千円】
対象外経費は県補助見込額+雇用保険料：60,624千円+10千円＝60,634
千円
④未就学児、高校生等、障害児（者）にあっては20歳未満を養育する保
護者

－ － ○ － R5.7 R6.3

対象児童・者数49,370人
未就学児 　　　　　32,020人
高校生等　　　　　 17,310人
20歳未満の障害児者　40人

HP、広報誌、申請が必要な対象世帯
への申請勧奨の送付

R5補正（地）

30 R4 単 ○ －

ふなっこ子育
て応援給付金
（通常交付金
分）

○ － ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○ － 306,368 302,247 302,247 4,121

【当該事業はNo29と2行に分けて記載　※通常分】
①コロナ禍における、物価高騰の影響を受けている未就学児及び高校
生等の保護者等に対し、経済面での負担軽減のため、給付金を支給す
る。
②、③
・人件費（会計年度任用職員報酬、時間外勤務手当等）　2,293千円
・旅費（会計年度任用職員旅費）　70千円
・需用費（消耗品費、印刷製本費）　771千円
・役務費（通信運搬費、その他手数料）　28,171千円
・委託料（受付コールセンター審査業務委託等）　84,722千円
・使用料及び賃借料　3,010千円
対象児童・者数49,370人×10,000円　＝　493,700千円【うち国のＲ4予算
分（交付限度額⑤、⑥）306,368千円】
対象外経費は4月1日以降支払い見込額：4,121千円
④未就学児、高校生等、障害児（者）にあっては20歳未満を養育する保
護者

－ － ○ － R5.7 R6.3

対象児童・者数49,370人
未就学児 　　　　　32,020人
高校生等　　　　　 17,310人
20歳未満の障害児者　40人

HP、広報誌、申請が必要な対象世帯
への申請勧奨の送付

R5補正（地）

31 R4 補 － － 保育対策事業
費補助金

厚生労働省 ○ － ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロナ
下での感染症対応の強

化
○ － 49,100 24,550 24,550 24,550

①、②保育所における新型コロナウイルス感染防止のための備品購入
等に必要な経費、職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的
に実施していくためのかかり増し経費を補助する。
③（定員60人以上）500,000円×88園
　　（定員20人以上59人以下）400,000円×12園
　　（定員19人以下）300,000円×1園
④私立保育所（定員数に応じて補助金額が異なる）

－ ○ － － R5.4 R6.3 私立保育所101園のうち、希望する施
設への支給

ＨＰ、私立保育所への申請勧奨の送付 R4補正（国）

32 R4 単 ○ －
第３子以降学
校給食費無償
化事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

②エネルギー・食
料品価格等の物
価高騰に伴う子
育て世帯支援

223,941 111,971 111,971 111,970

①コロナ禍・価格高騰の影響を受ける子育て世帯（多子世帯）の経済負
担を軽減するため、給食費負担を免除する。
②扶養している子のうち、義務教育に就学している第3子以降の令和5年
度の給食費（教職員を除く）（千葉県費補助（１／２）あり）
③計　111,970,797円
小（低学年）：1,324人×264.1円×182日×1/2＝31,819,824円
小（高学年）：1,384人×304.1円×182日×1/2＝38,299,570円
中：1,271人×386.1円×168日×1/2＝41,221,580円
特支（小学部　低学年）：7人×276.1円×187日×1/2＝180,707円
特支（小学部　高学年）：7人×319.1円×187日×1/2＝208,850円
特支（中学部）：7人×367.1円×187日×1/2＝240,266円
県補助金：111,970,000円（千円未満切り捨て）
④市内小・中・特別支援学校に通う児童・生徒とその保護者

－ － － － R5.4 R6.3 当該補助事業による支援
児童数2,722人、生徒数1,278人

ＨＰ
学校経由で保護者へ案内文を配布

R5当初（地）

33 R4 単 － －

GIGAスクール
端末整備事業
（1人1台端末
整備　国庫補
助上乗せ分）

○ － ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロナ
下での感染症対応の強

化
○ － 387,468 387,468 387,468

①新型コロナウイルス感染症拡大時における在宅での学習環境を整え
るため、国が進めるＧＩＧＡスクール構想に係る１人1台ＰＣ端末を実現す
る。
②児童生徒2／3整備分（国庫補助上乗せ分）のリース料（令和5年度支
出分）
③小学校　152,218千円（12カ月×12,684.8千円）※千円以下四捨五入
中学校　235,250千円（12カ月×19,604.2千円）※千円以下四捨五入
④市立小中学校

－ － － － R5.4 R6.3
市内小中学校の全児童・生徒100％整
備
（地財措置対象となる分を除く）

HP
公立学校情報機器整備
費補助金（文部科学省）

R5当初（地）

34 R4 単 － －

GIGAスクール
端末整備事業
（1人1台端末
整備　地財措
置分）

○ － ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロナ
下での感染症対応の強

化
○ － 55,540 55,540 55,540

①新型コロナウイルス感染症拡大時における在宅での学習環境を整え
るため、国が進めるＧＩＧＡスクール構想に係る１人1台ＰＣ端末を実現す
る。
②児童生徒１／3端末整備分のリース料（令和5年度支出分）
③55,540千円（12カ月×リース約4,628千円）
④市立小学校

－ － － － R5.4 R6.3 市内小学校の全児童100％整備
（地財措置対象となる分のみ）

HP R5当初（地）

35

36

37 R4 補 ○ － 妊娠出産子育
て支援交付金

厚生労働省 － ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍におい
て物価高騰等に直面す
る生活困窮者等への支

援

○

②エネルギー・食
料品価格等の物
価高騰に伴う子
育て世帯支援

221,969 36,977 36,977 148,016 36,976

①全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、妊
娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援及び経済的支援を
実施し、コロナ禍における物価高騰等の影響を受けている子育て家庭を
支援する。
②③通知作成・発送に係る委託料、通信運搬費等1,124,718円
【扶助費】
妊婦　　　　　　　　　　  2,300人×50千円＝115,000千円
生まれた子の養育者　2,050人×50千円＝102,500千円
【その他人件費　3,343,804円】
※千葉県出産・子育て応援補助金　36,976千円
④妊婦及び生まれた子の養育者

－ － ○ － R5.1 R5.9
子育て家庭への経済的支援
（妊婦2,300人、生まれた子の養育者
2,050人）

HP、広報等 R4補正（国）

38 R4 補 － －

新型コロナウ
イルス感染症
セーフティネッ
ト強化交付金

厚生労働省 ○ － ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロナ
下での感染症対応の強

化
○ － 12,861 3,215 3,215 9,646

(新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業)
①新型コロナウイルス感染症の影響による失業等で悩みを抱えている方
に対し、SNSを活用した相談事業を実施する。
②③
SNS相談事業運営委託：12,631千円
周知・広告費用：230千円
④市内在勤・在住者

－ － － － R5.4 R6.3 市内在勤・在住者からの相談
（相談件数　2,400件）

HP、広報等 R4補正（国）

39

40

41

42

43 R4 単 ○ － 中小企業融資
利子補給金

○ － ○
④-Ⅲ．新たな価格体

系への適応の円滑化に
向けた中小企業対策等

○ － 112,663 112,663 112,663

①コロナ禍における原油価格・物価高騰等に直面する事業者の金利負
担の軽減を図ることにより、資金繰りの改善及びポストコロナに向けた事
業再構築の支援を図る。
②セーフティネット保証4号を取得し、船橋市中小企業融資制度「特定中
小企業者対策資金」にて借入を行った事業者への利子補給に係る経
費。なお、当該年度の借入期間実績に基づき、対象期間分について補給
する。
③令和5年度確定額　53,620千円、令和5年度見込額　59,043千円
    計　112,663千円
④セーフティネット保証4号を取得し、船橋市中小企業融資制度「特定中
小企業者対策資金」にて借入を行った市内事業者。

－ － － － R5.4 R6.3
【船橋市中小企業融資制度「特定中小
企業者対策資金」を利用した市内事業
者への補給率】100％

市公式ＨＰ、商工振興課及び金融機関
で配布しているパンフレットで周知

R5当初（地）

44 R4 単 ○ －
中小企業融資
信用保証料補
給金

○ － ○
④-Ⅲ．新たな価格体

系への適応の円滑化に
向けた中小企業対策等

○ － 27,507 27,507 27,507

①コロナ禍における原油価格・物価高騰等に直面する事業者の信用保
証料負担の軽減を図ることにより、資金繰りの改善及びポストコロナに向
けた事業再構築の支援を図る。
②セーフティネット4号を取得し、船橋市中小企業融資制度「特定中小企
業者対策資金」にて借入を行った事業者への信用保証料補助に係る経
費。
③令和5年度確定額　14,439千円、令和5年度見込額　13,068千円
    計　27,507千円
④セーフティネット保証4号を取得し、船橋市中小企業融資制度「特定中
小企業者対策資金」にて借入を行った市内事業者。

－ － － － R5.4 R6.3
【船橋市中小企業融資制度「特定中小
企業者対策資金」を利用した市内事業
者への補給率】100％

市公式ＨＰ、商工振興課及び金融機関
で配布しているパンフレットで周知

R5当初（地）


